
昨年度も除却活動にご協力いただき

ありがとうございました！

昨年度除却した枚数は、総数3,085枚でした。そのうち、みなさまに除却

していただいた枚数は、1,862枚にのぼります（全体の60.3％）。

みなさまのご協力により、市内の違反屋外広告物は年々減少傾向にあり

ます。今年度も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
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2023年度が始まりもうすぐ３か月です。日々の温度差が大きい季節です

が、みなさまいかがお過ごしでしょうか。

今年度１通目のニュースレターでは、昨年度の除却のご報告と、4月に少し

制度が変わった「てくポ」のご案内をさせていただきます。
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除却協力員のみなさまに情報をお届けする年に２回のニュースレター
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昨年度から、違反屋外広告物除却活動でもボ

ランティアポイントが獲得できることになった

てくポですが、2023年4月から対象年齢が

60歳以上に引き下げられました。

違反屋外広告物除却協力員の活動では、1日

あたり10枚の除却を行っていただくごとに、

1ポイント（最大２ポイントまで）獲得できます。

「高齢者ボランティア・ポイント制度」のスタンプもたまりますので、除却し

た際にはぜひまちなみ景観課までご報告をお願いいたします。

ポイントとスタンプがもらえるのは、まちなみ景観課の窓口のみです。

なお、てくポの制度や申込み等に関する詳細は、高齢者いきいき課

（ TEL： 620-7243 ）にお問い合わせください。

除却協力員通信（ニュースレター）の編集・発行

八王子市まちなみ整備部まちなみ景観課

TEL： 620-7267 FAX：626-3616

まちなみ景観課 I n s t a g r am始めました！

まちなみ景観課では2 0 2 3年3月より、

I n s t a g r a mでの情報発信を始めました。

屋外広告物に関する発信の他、景観、地区

まちづくりに関する情報発信を行っておりま

すので、ぜひフォローをお願いいたします。

「てくポ」の対象年齢が

6５歳から60歳になりました。
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